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第二次第三者委員会の解散について 

 

 当社は、平成 25 年 6 月 27 日付「第二次第三者委員会の設置について」および平成 25 年 8 月 6 日付「第

二次第三者委員会の委員の選任及び調査内容について」にてお知らせしておりますとおり、第二次第三

者委員会を設置しておりますが、本日の取締役会において第二次第三者委員会の解散を決議いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 当社は、第一次第三者委員会において会社としての賄賂性は否定されたことを踏まえ、合計 4,000 万

米ドルが外部へ不正に流出した件についての個人の刑事責任追及等を目的として、第二次第三者委員会

に調査を委任しておりました。そして、第二次第三者委員会の中間報告書の結論も踏まえ、平成 26 年 6

月 24 日付「刑事告発に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、平成 26 年 5 月 29 日、当社グループ

の元従業員を東京地方検察庁に刑事告発しました。 

この点、同年 12 月 29 日付「刑事告訴等の処分結果等について」にてお知らせしたとおり、上記刑事

告発は同月 16 日付で嫌疑不十分により不起訴という結果となったこと、及び当社としては、フィリピン

共和国における当社グループからフィリピン娯楽ゲーミング社（Philippine Amusement and Gaming 

Corporation）の役職員等に対して当社グループ及びその役職員が贈賄を行ったとされる事実無根の疑惑

は解消されたものと考えていることから、同月 29 日付「第二次第三者委員会による中間報告書の開示に

ついて」にてお知らせした中間報告書の開示をもって、第二次第三者委員会を解散することにいたしま

した。 

なお、同年 12 月 29 日付「刑事告訴等の処分結果等について」にてお知らせしたとおり、各第三者委

員会報告書において認定されている、担当社員が当社で定められた正規の稟議決裁手続きを経ることな

く 3,000 万米ドルもの巨額の資金を社外流出させた件については、東京地方裁判所において当時の担当

社員と民事訴訟が係属中であり、当社としては、引き続きこれらの事実関係について追加の証拠収集等

の調査を継続し、適切な措置を採っていく所存です。 

 

以上 


